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歴史的風致維持向上施設の整備
又は管理等に関する事項

第 6 章

歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等についての方針1

　 歴史的風致維持向上施設と は、 本市の歴史的風致の維持及び向上に寄与する寺社や宿

坊、 宿場などの歴史的建造物や歴史的まちなみを構成する道路空間などである。 こ れら

の整備と 適切な管理により 、 本市固有の歴史的風致の維持及び向上を図っ ていく 。

　 第１ 期計画では、 道路美装化や電線電柱類地中化、 歴史的建造物や文化財の保存、 補

修などハード 事業のほか、 活動団体の支援、 祭礼の情報発信などソ フ ト 事業を進めたこ

と により 、 まちの魅力や景観の向上、 歴史的建造物の保存及び活用、 歴史まちづく り に

関する住民意識の向上等に一定の成果を得るこ と ができ た。 し かし 、 祭礼などの担い手

不足や歴史的建造物の滅失などにより 、 地域固有の歴史や文化、 伝統、 風情あるまちな

みと いっ た歴史的風致の維持が困難になり つつある。

　 そこ で、 第２ 期計画では、 以下の歴史的風致の維持及び向上に関する方針に則り 、 事

業に取り 組んでいく 。

　（ １ ）　 歴史的建造物等の保存

　（ ２ ）　 地域に残る伝統と 生業の継承

　（ ３ ）　 歴史的まちなみと 周辺環境の整備

　（ ４ ）　 歴史的風致を生かし た観光振興、 地域活性化

　（ ５ ）　 歴史文化の調査研究

　 こ れら の方針の下で、 歴史的風致維持向上施設の整備や管理について、 以下のよう に

取り 組んでいく 。

　 整備については、 市民や来訪者が本市の歴史的風致を身近に感じ ら れるよう 歴史的、

文化的な背景、 また、 そこ で行われる活動と の関係など施設や周辺環境の価値を十分に

把握し た上で、 適宜、 関係機関、 地域住民、 関係団体等と 協議を行っ て実施し ていく 。

また、 必要に応じ て関係附属機関から 意見や助言を得るなど適切な手続き を経るこ と と

する。

　 管理については、 良好な歴史的風致と し て施設を維持でき るよう 必要に応じ て地域住

民や関係団体の協力を得ながら 、 施設管理者や関係課等と 協議や調整の上、 適切に行っ

ていく 。 また、 必要に応じ て所有者等への指導、 助言を行っ ていく 。
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　 以上の基本的な考え方に基づき 、 計画期間内に実施する事業は、 次のと おり である。

なお、 事業の実施に当たっ ては、 国等の支援制度を有効に活用するよう 検討し ていく 。

⑴　 歴史的建造物等の保存に関する事業

１ 　 善光寺保存活用推進事業

２ 　 戸隠地域建造物修理修景助成事業

３ 　 戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業

４ 　 伝統環境保存助成事業

５ 　 史跡松代城跡保存整備事業

６ 　 旧横田家住宅防災施設整備事業

７ 　 真田信弘霊屋保存修理事業

８ 　 史跡大室古墳群保存整備事業

９ 　「 彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・ 公開活用事業

⑵　 地域に残る伝統と 生業の継承に関する事業

１ 　 無形文化財支援事業

２ 　 伝統芸能継承事業

３ 　 弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業

４ 　 戸隠茅場整備事業

５ 　 地域文化資源保存活用調査支援事業（ 戸隠竹細工）

⑶　 歴史的まちなみと 周辺環境の整備に関する事業

１ 　 戸隠地域道路美装化・ 電柱電線類移設等整備事業

２ 　 松代城跡東側駐車場整備事業

３ 　 旧松代駅跡地周辺環境整備事業

４ 　 北国街道松代道周辺文化財等周遊道路整備事業

５ 　 大室古墳群アク セス道路整備事業
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⑷　 歴史的風致を生かし た観光振興、 地域活性化に関する事業

⑸　 歴史文化の調査研究に関する事業

１ 　 歴史的資源活用コ ーディ ネータ ー派遣事業

２ 　 空き 家バンク 事業

３ 　 公民館・ 交流センタ ーでの歴史講座事業

４ 　 松代歴史文化の発信・ 誘客事業

５ 　 旧信濃川田駅保存活用事業

６ 　 川田宿PR活用事業

７ 　 鬼無里地域の伝統的祭礼等PR事業

８ 　 松代春・ 秋まつり 支援事業

９ 　 真田邸庭園ラ イ ト アッ プ事業

10　 歴史まちづく り カ ード 活用事業

11　 歴史的風致や伝統的な祭礼などの情報発信事業

１ 　 松代町文化財保存活用推進事業
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事　 業2

　 個別事業の内容は次ページのと おり 。

　 全31事業の重点区域別の事業数は、 善光寺地区２ 事業、 戸隠地区５ 事業、 松代地区

15事業、 鬼無里地区２ 事業、 全地区を対象と するも の７ 事業と なっ ている。
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区

事 業 番 号 （ １ ）－１

事 業 名 善光寺保存活用推進事業

事 業 主 体 宗教法人善光寺

事 業 期 間 令和２ 年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等保存・ 活用事業費補助金（ 国補助金）

文化資源活用事業費補助金（ 国庫補助）

国宝重要文化財等防災施設整備費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

長野市文化財保護事業補助金（ 市補助金）

事 業 箇 所 善光寺

事 業 概 要 　 善光寺本堂は、 前回の大規模修理から 30年以上経過し ており 、 檜皮葺屋

根の葺き 替えや耐震対策、 防災設備の更新等が課題と なっ ている 。 加えて、

多様な来訪者等に対応し た情報発信や災害時の避難誘導なども 必要と さ れて

おり 、 境内全域を 対象に、「 保存活用計画」及び「 防災計画」に基づく 保存活用

推進事業を 進める 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 善光寺本堂や経蔵、 三門など、 善光寺境内には多く の歴史的建造物が集積

し ており 、「 保存活用計画」及び「 防災計画」に基づく 事業を 推進する こ と によ

り 、 歴史的建造物の適切な保存、 来訪者に対する 適切な情報提供、 善光寺周

辺の良好な景観保全が図ら れ、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

善光寺本堂の放水訓練

善光寺保存活用計画の対象
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重 点 区 域 名 称 戸隠地区

事 業 番 号 （ １ ）－２

事 業 名 戸隠地域建造物修理修景助成事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成28年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等保存・ 活用事業費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 重要伝統的建造物群保存地区に選定さ れて いる 中社・ 宝光社地区におい

て、 宿坊や民家等の所有者が、 保存計画に定めら れた基準に基づき 、 建造物

等の修理及び修景を 行う 場合に経費の一部を 助成する（ 伝統的建造物群保存

地区保存事業補助金）。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 戸隠中社・ 宝光社地区の伝統的建造物の修理及びその他の建造物の修景を

促進するこ と により 、 戸隠特有の歴史的町並みの保存が図ら れ、 歴史的風致

の維持及び向上に寄与する 。

宿坊の例 民家の例
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重 点 区 域 名 称 戸隠地区

事 業 番 号 （ １ ）－３

事 業 名 戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 令和４ 年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 長野市戸隠伝統的建造物群保存地区において、 住民や来訪者の生命及び財

産を 災害から 守り 、 歴史的な町並みを 活かし たまち づく り を 推進する ため、

ソ フ ト ・ ハード 両面から 防災対策事業を 実施する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 火災等の災害から 、 歴史的な町並みを 構成する 宿坊や民家等を 守る こ と に

よ り 、 統一感ある まちなみを 維持するこ と ができ 、 歴史的風致の維持に寄与

する 。

防災マニュ アル検討時のワーク ショ ッ プの様子



299

第
６
章

　
　
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
施
設
の
整
備
又
は
管
理
等
に
関
す
る
事
項

重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ １ ）－４

事 業 名 伝統環境保存助成事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 昭和59年度～令和13年度【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 江戸時代の良好な武家屋敷地と し ての地割り や建物が残る と と も に、 松代

特有の水路である庭園や泉水がと り わけ多く 残っ ている、 表柴町、 代官町、

馬場町、 竹山町の四町の伝統環境を 保存し 、 後世に継承する ため、 伝統環境

保存区域内で行われる 開発行為に対し て指導を 行う と と も に、 伝統的な建造

物や庭園等の修理・ 修景に対し て、 指導・ 助成等を 行う（ 長野市伝統環境保

存事業補助金）。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 松代城下町の貴重な歴史的景観を 構成する 歴史的建造物や庭園・ 泉水の修

理・ 修景に対し て、 指導や助成を 行う こ と で、 良好な景観形成の推進と 泉水

に関わる伝統的な維持管理活動の保全が促さ れ、 歴史的風致の維持及び向上

に寄与する 。

修理対象物件の例（ 薬医門）
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重 点 区 域 名 称 松代地区　 　

事 業 番 号 （ １ ）－５

事 業 名 史跡松代城跡保存整備事業

事 業 主 体 長野市　 　

事 業 期 間 平成27年度～令和10年度　【 第１ 期計画から 継続】　 　 　

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等保存・ 活用事業費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 史跡松代城跡において、 保存活用計画及び整備計画に基づき 、 江戸時代の

後半期の縄張り 復元を 目指し て、 土塁や堀等を 史料・ 調査に基づいて整備を

進めると と も に、 生涯学習や観光の拠点と し て活用する ための環境整備を 進

める 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 長野電鉄屋代線の廃止後、 こ れまで鉄道敷き で分断さ れていた松代城の南

部城郭域が、 追加指定さ れ保存整備が可能と なっ た。 本来の城郭景観の再現

及び環境整備を 進めるこ と によ り 、 城地に隣接する 城下町の歴史的建造物、

水路網と の一体性が生まれ、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

松代城跡

周辺図

松代城跡整備計画図

（ 主な事業項目）

・ 発掘調査・ 史料調査

・ 二の丸土塁の復元

・ 三日月堀・ 外堀等の整備

・ 二の丸石場門の復元

・ 園路・ 橋等の整備

・ 説明板・ 案内板等の整備

・ 環境整備（ 植栽・ 設備等）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 など
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ １ ）－６

事 業 名 旧横田家住宅防災施設整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 令和４ 年度～令和６ 年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等防災施設整備費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 松代城下町を 代表する武家屋敷の一つである 旧横田家住宅は、 主屋及び隠

居屋が茅葺屋根のため延焼被害を 受けやすいこ と や、 現状の管理体制・ 防災

施設では火災の早期覚知と 初期消火が困難であるこ と から 、 消火設備を 中心

と し た防災施設の整備を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 防災施設の整備によ り 、 松代城下町の貴重な歴史的建造物の毀
き

損・ 滅失を

防ぐ と と も に、 来訪者がよ り 安心し て利活用でき る 環境を 整える こ と で、 歴

史的風致の維持及び向上に寄与する 。

防災施設整備概略図
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ １ ）－７

事 業 名 真田信弘霊屋保存修理事業

事 業 主 体 宗教法人長国寺

事 業 期 間 令和５ 年度～令和７ 年度

支 援 事 業 名 文化財保護事業補助金（ 県補助金）

長野市文化財保護事業補助金（ 市補助金）

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 真田家の菩提寺である 長国寺には、 県宝真田信弘霊屋のほか、 重要文化財

真田信之霊屋、 史跡松代藩主真田家墓所、 県宝開山堂があり 、 一体と なっ て

真田家霊屋・ 墓所区域を 構成し ている。 こ のう ち 、 老朽化が著し い県宝真田

信弘霊屋について、 所有者が実施する保存修理工事に要する経費の一部を 助

成する。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 松代城下町に残る 貴重な歴史的建造物の保存修理を 助成する こ と によ り 、

地域の核と し て良好な景観形成が図ら れる と と も に、 市民や来訪者が歴史的

建造物に対し 、 理解や関心を 高める こ と ができ 、 歴史的風致の維持及び向上

に寄与する 。

信弘霊屋（ 宝殿） 信弘霊屋（ 表門）
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ １ ）－８

事 業 名 史跡大室古墳群保存整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成26年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 国宝重要文化財等保存・ 活用事業費補助金（ 国補助金）

文化財保護事業補助金（ 県補助金）

事 業 箇 所 松代町大室　 史跡大室古墳群　 遺構復元整備ゾーン

事 業 概 要 　 平成25年度に完了し た第１ 期整備（ エ ン ト ラ ン ス ゾ ーン ・ 施設整備ゾ ー

ン ）に引き 続き 、 積石塚古墳・ 合掌形石室が密集し て分布する 遺構復元整備

ゾ ーン（ 面積： 約42,000㎡　 古墳数60基）の古墳を 修理し て 保存・ 継承を 図

ると と も に、 古墳周辺の自然環境を 保全し 、 園路や説明板等の便益設備を 整

えて、 見学者の利便性を 高め、 学校教育や生涯学習の場と し て利活用でき る

よう 、 整備する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 およ そ1500年の時間経過の中で自然崩壊や人為的破壊を 受けた古墳を 修

理・ 復元し 、 古墳を 取り 巻く 環境も 併せて保全する こ と によ っ て、 大室古墳

群の文化財的価値が向上する と と も に、 長野市の魅力が一層高まる と 期待で

き る こ と から 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

史跡大室古墳群の位置図 整備ゾーニング図

合掌形石室を 埋葬施設と する

積石塚古墳（ 168号墳）

横穴式石室を埋葬施設と する

高墳丘古墳（ 154号墳）
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重 点 区 域 名 称 鬼無里地区　 　

事 業 番 号 （ １ ）－９

事 業 名 「 彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・ 公開活用事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　 　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 鬼無里ふる さ と 資料館

事 業 概 要 　 鬼無里ふる さ と 資料館で展示さ れている 市有形文化財（ 工芸品）である「 彫

工北村喜代松」制作の神楽・ 屋台を 保存し 、 文化財への理解を 深める 。 ま

た、 親し む機会を 提供する ため、 木地を 生かし た「 一木彫り 」の優れた技術

（ 透かし 彫り の龍や唐獅子、 牡丹など）に関する 情報を 発信する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 優れた技術によ っ て製作さ れた鬼無里地域に伝わる屋台や神楽を 保存し 、

かつ積極的に公開活用する こ と で、 市民や来訪者に対する 歴史や文化の向上

が期待でき 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

鬼無里ふる さ と 資料館HP
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ２ ）－１

事 業 名 無形文化財支援事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業（ 長野市文化財保護事業補助金）

事 業 箇 所 重点区域全域

事 業 概 要 　 善光寺地区の善光寺木遣り や、 戸隠地区の戸隠神社太々神楽、 宣澄踊り 、

松代地区の大門踊、 八橋流箏曲等は、 無形文化財ある いは無形民俗文化財の

指定を 受けており 、 こ れら を 保存・ 継承する ためには、 地域の若者や子供た

ちなどに、 伝統的な祭礼に触れる場を 積極的に提供するなどの方策が必要で

ある 。

　 無形文化財や無形民俗文化財の指定等を 受けている 、 こ れら の伝統的な祭

礼を 保存・ 継承する ため、 無形文化財の保持者または保持団体及び無形民俗

文化財の保護団体に対し 、 文化財の記録作成、 伝承者養成、 その他保存・ 公

開に必要な経費の一部を 助成する。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 無形文化財及び無形民俗文化財の保存・ 継承に伴う 必要な経費を 支援する

こ と により 、 地域の若者や子供たち などに歴史や文化を 再認識する 機会が広

がる と と も に、 後継者育成が進めら れ、 歴史的風致の維持及び向上に寄与す

る。

宣澄踊り（ 戸隠地区）
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ２ ）－２

事 業 名 伝統芸能継承事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成28年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 重点区域全域

事 業 概 要 　 祖先の優れた文化活動の所産であり 、 長い年月の間に大切に守ら れてき た

郷土の伝統芸能を 保存・ 継承する ため、 その技術を 後世に継承する 活動を

行っ て いる 団体に対し 、 用具の修理・ 更新、 子供用具の購入、 外部講師謝

礼、 体験教室の開催、 指導用DVDの作成等に必要な 経費の一部について 助

成を 行う 。 また各団体間の交流や子供たち の参加を 促すイ ベン ト の開催、 活

動団体の情報発信等を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 伝統芸能の保存・ 継承に必要な経費の支援、 また伝統芸能を 発表し 、 団体

間の交流の機会と なるイ ベント の開催等により 、 伝統的な祭礼等の担い手確

保や育成が進めら れ、 歴史的風致の維持・ 向上に寄与する 。

【 ながの獅子舞フ ェ スティ バル】

【 伝統芸能こ ども フ ェ スティ バル】
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区

事 業 番 号 （ ２ ）－３

事 業 名 弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 善光寺周辺地域

事 業 概 要 　 弥栄神社の御祭礼で曳き 回さ れる 屋台の巡行を 支援する ため、 各町で保管

し ている屋台や祭礼用具の組立及び解体、 補修等に対し て補助金を交付する。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 当該事業は、 かつて日本三大祇園祭に数えら れていた伝統ある 弥栄神社の

御祭礼の実施を 促進し 、 歴史や文化を 再認識する機会にも 繋げる こ と を 目的

と し ている 。 事業を 実施する こ と によ り 、 善光寺門前の各町から 曳き 出さ れ

る屋台の巡行が一定数確保さ れ、 祭礼の伝統と 格式が保たれるこ と で、 歴史

的風致の維持及び向上に寄与する。

善光寺境内での屋台巡行の様子

（ 権堂町の勢獅子と 屋台）



308

第
６
章

　
　
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
施
設
の
整
備
又
は
管
理
等
に
関
す
る
事
項

重 点 区 域 名 称 戸隠地区

事 業 番 号 （ ２ ）－４

事 業 名 戸隠茅場整備事業

事 業 主 体 戸隠中社・ 宝光社地区まち づく り 協議会

事 業 期 間 平成26年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 戸隠中社・ 宝光社地区の歴史的町並みを 構成する 茅葺き 屋根の建物を 、 今

後も 適切に保全し ていく ため、 資材と なる 茅の地区内確保を 目的と し 、 中社

地区内にある 戸隠スキー場中社ゲレ ンデを 茅場と し て整備する 。

また、 定期的に茅刈り を 行う こ と が、 良質な茅場の整備に必要なこ と から 、

茅刈り 体験イ ベン ト を 毎年開催し 、 茅場整備と と も に戸隠中社・ 宝光社地区

がも つ魅力に触れる 機会と する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 茅場の整備によ り 、 近年、 材料の確保が難し く なっ ている茅材を 地区内で

一定量確保するこ と ができ 、 戸隠中社・ 宝光社地区内の茅葺屋根の建物を 計

画的に修理するこ と で、 茅葺技術や材を 生かす場を 常時創出し 、 伝統的な生

業の継承を 図る。

茅刈り の

様子 茅刈り 体験 in  戸隠2022
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重 点 区 域 名 称 戸隠地区

事 業 番 号 （ ２ ）－５

事 業 名 地域文化資源保存活用調査支援事業（ 戸隠竹細工）

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 令和５ 年度～令和７ 年度

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 戸隠地区全体

事 業 概 要 　 戸隠地区の貴重な文化資源である 戸隠竹細工の次世代への継承を 図る た

め、 ヒ アリ ン グ調査及び史料調査によ り その伝統的技法を 記録する と と も

に、 戸隠竹細工の認知度を 高めてその価値や魅力を 内外に広く アピ ールする

ため、 プロ モーショ ン 活動の支援を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 戸隠地区の伝統的工芸品である戸隠竹細工の調査を 進め、 その文化的価値

や魅力を 内外にアピ ールする こ と で、 技術を 伝承する 職人の育成と 確保が図

ら れ、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

戸隠竹細工製作実演の様子
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重 点 区 域 名 称 戸隠地区

事 業 番 号 （ ３ ）－１

事 業 名 戸隠地域道路美装化・ 電柱電線類移設等整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成30年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 社会資本整備総合交付金（ 街なみ環境整備事業）、 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 歴史的風致を 構成する 歴史的ま ち な みの景観を 向上さ せる ため、 戸隠中

社・ 宝光社地区の門前において、 道路の美装化や無電柱化等を 実施する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 茅葺屋根を 持つ宿坊や江戸時代以降の地割を 形成する 石垣や生垣など、 戸

隠地区特有の景観が形成さ れている 路線において、 周囲の歴史的建造物と 調

和し た道路に美装化し 、 景観を 阻害する 電柱電線類を 移設する こ と で、 眺望

景観の向上や歩行者の回遊性の向上が図ら れ、 歴史的風致の維持及び向上に

寄与する 。

中社地区　 道路美装化

※ 戸隠北31号線（ 中社横大門通り ）の道路美装化（ 半たわみ性舗装）

道路美装化前 道路美装化後
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ３ ）－２

事 業 名 松代城跡東側駐車場整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 松代地区に訪れた観光客のための駐車場の台数を 確保し 、 松代中心市街地

への自動車の流入を 防ぐ ため、 松代城跡東側駐車場の整備を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 当該事業箇所は、 長野イ ン タ ーチェ ンジ方面から 松代中心市街地へ入る た

めの玄関口付近に位置し ている 。 本事業によ り 駐車場を 整備する こ と で、 観

光客のための駐車台数を 確保するこ と ができ 、 数多く の文化財が集積する 中

心市街地への自動車流入を 一定量抑えるこ と にも つながる ため、 歴史的風致

の維持及び向上に寄与する 。

松代城跡東側駐車場
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ３ ）－３

事 業 名 旧松代駅跡地周辺環境整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業　

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 松代城跡第２ 期整備計画と の連携を 図り 、 長野電鉄旧屋代線松代駅の歴史

を 伝える ため、 歴史的景観に配慮し た交通結節点と し ての環境整備を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 松代地域の玄関口と し て活用さ れてき た松代駅の歴史を 踏まえ、 駅の歴史

を 伝える と と も に、 歴史的景観に配慮し ながら 交通結節点と し ての環境整備

を 進める こ と で、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

松代駅舎
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ３ ）－４

事 業 名 北国街道松代道周辺文化財等周遊道路整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 社会資本整備総合交付金（ 防災・ 安全交付金）（ 令和３ 年度～令和６ 年度）

市単独事業

事 業 箇 所 松代・ 若穂川田地区全域

事 業 概 要 　 北国街道松代道周辺の文化財や歴史的建造物等を ゆっ たり と 周遊でき る 道

を 整備する ため、 平成24年（ 2012）３ 月に廃線と なっ た長野電鉄旧屋代線の

線路敷き を 活用し た自転車道・ 遊歩道と し ての整備を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 城下町と し て発展し てき た松代と 、 北国街道松代道の宿場町である 川田宿

は、 江戸時代から 続く 歴史的ま ち なみが広がっ て いる と と も に、 大正11年

（ 1922）に開業し た須坂・ 屋代間の鉄道敷き が平行し て延びて おり 、 江戸時

代以降の歴史の上に、 約100年に及ぶ近代の歴史が積み重なっ ている 。 こ の

鉄道敷き が自動車交通から 切り 離さ れた道と し て利活用さ れるこ と で、 市民

や来訪者に対する安全性が確保さ れる と と も に、 周囲の歴史的建造物を ゆっ

たり と 巡る こ と ができ 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

整備済みの自転車道・ 遊歩道
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ３ ）－５

事 業 名 大室古墳群アク セス道路整備事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成28年度～令和９ 年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 国の史跡大室古墳群について、 周辺の歴史文化資産を 含めた史跡一帯の利

活用を 促進する ため、 国道403号線から 大室古墳群まで、 大型バスが通行可

能なアク セス道路の整備を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 大室古墳群の保存活動は、 地域住民を はじ め多く の市民と の連携が必要で

あり 、 アク セス道路整備を 行う こ と で市民参画が得やすく なる ほか、 大型バ

スを 利用し た小中学生の社会科見学や公民館等によ る団体見学、 市外から の

団体観光などで容易に来場でき る よ う になるこ と から 、 史跡の利活用が促進

さ れ、 歴史的風致の維持向上に寄与する 。

現地確認の様子
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－１

事 業 名 歴史的資源活用コ ーディ ネータ ー派遣事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成26年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 重点区域全域

事 業 概 要 　 住民主体のまちづく り を 支援する ため、 歴史的まち なみを 活かし た良好な

まち なみ形成を 目指す住民組織等に対し て、 外部の専門家や有識者を 派遣す

る事業

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 将来にわたっ て 歴史的風致を 継承でき る よ う 活動する 住民組織等に対し

て、 外部の専門家や有識者を 派遣し 、 専門的な見地による 指導、 助言を 受け

るこ と で、 活動の活発化や継続化が図ら れ、 活動を 通じ た地域固有の歴史や

伝統の認知の広まり により 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

川田宿ガイ ド の会へコ ーディ ネータ ー派遣

※「 川田宿の遺跡・ 文化財の再発見」冊子化に

　 当たり 、 専門家から 指導助言（ 令和２ 年度）
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－２

事 業 名 空き 家バン ク 事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成27年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 重点区域全域

事 業 概 要 　 空き 家の利活用を 通じ て移住・ 定住を 促進し 、 地域住民の増加やコ ミ ュ ニ

ティ の維持、 伝統行事の継承など地域活性化につなけていく ため、 所有者が

売却や賃貸を 希望する建物について、 空き 家バン ク 制度を 活用し 、 市内への

移住や定住を 希望する方々に広く 情報を 提供する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 歴史的まち なみを 構成する建造物のう ち 、 未利用の空き 家などを 有効活用

し 、 移住・ 定住の促進を 図り な がら 、 地域住民の増加やコ ミ ュ ニテ ィ の維

持、 伝統行事の継承などにつなげていく こ と で、 歴史的風致の維持及び向上

に寄与する 。
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－３

事 業 名 公民館・ 交流セン タ ーでの歴史講座事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 ～令和13年度

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 市立公民館・ 市交流セン タ ー29施設

事 業 概 要 　 市立公民館と 市交流セン タ ーにおいて、 郷土の特性や魅力を 再考し 、 その

良さ を 再認識し ても ら う ため、 地域の歴史を 楽し く 学べる よう 、 座学だけで

なく 、 現地学習を 取り 入れた講座を 実施する 。

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 戸隠神社中社現地学習（ 中部公民館）

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 歴史講座を 通じ 、 歴史的拠点が持つ魅力を 再認識し 、 実際に訪れるこ と に

よ る 活用と 、 保全についての関心を 持つこ と が、 地域住民の地域への自信や

誇り 、 愛着の高まり につながり 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ４ ）－４

事 業 名 松代歴史文化の発信・ 誘客事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成22年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 松代地区全域

事 業 概 要 　 松代の歴史や文化に関する 情報発信や誘客な ど を 推進する ため、「 NPO

法人夢空間松代のまち と 心を 育てる 会」が実施する まち 歩き 推進事業や交流

ネッ ト ワーク 事業、 広報・ 出版・ 情報発信事業、 まち 歩き セン タ ー運営事業

などに対し 、 信州松代観光協会を 通じ て助成を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 地域住民主体によ る、 文化財を 活用し た情報発信・ 誘客事業を 実施する こ

と で、 市民や来訪者に対する歴史や文化の周知を き め細やかに行う こ と がで

き 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

夢空間発行のパンフ レ ッ ト 他まち 歩き セン タ ー
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ４ ）－５

事 業 名 旧信濃川田駅保存活用事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業　

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 大正11年（ 1922）建築の長野電鉄旧屋代線信濃川田駅において、 川田宿の

歴史的建造物の案内や伝統的な祭礼を 紹介する と と も に、 地域住民が集える

場と し ての利活用を 促進する ため、 地域住民主体の活動を 支援する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 川田宿に集積する 歴史的建造物への案内や御柱祭などの伝統的な祭礼に関

する 説明を する 場、 また、 地域の集える場と し て、 旧信濃川田駅を 利活用す

るこ と で、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

川田駅舎
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ４ ）－６

事 業 名 川田宿PR活用事業

事 業 主 体 川田宿ガイ ド の会

事 業 期 間 平成26年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 江戸時代に北国街道松代道の宿場であっ た「 川田宿」の歴史的まち なみや、

伝統的な祭礼などの歴史的資源を地域の誇り と し て広く 認知し ても ら う ため、

川田宿ガイ ド の会が地域の小学生をはじ めと する地域住民や来訪者を対象に実

施する まち歩き ガイ ド 事業や、 ガイ ド マッ プなどを 活用し た情報発信事業を

継続的に支援する 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 歴史的なまちなみや伝統的な祭礼など、 地域に残る歴史的風致の認知を 広

める 活動は、 地域住民の地域への自信や誇り 、 愛着の高まり 、 さ ら には、 歴

史的資産の継承、 地域活性化やコ ミ ュ ニティ 維持にも つながる ため、 歴史的

風致の維持及び向上に寄与する 。

　 ま た、 こ のよ う な 主体的な 地域住民の活動に対し 、 行政が支援する こ と

は、 活動の支えと なり 、 継続性が図れる 。

冊子「 川田宿の遺跡・ 文化財の再発見」

令和３（ 2021）年１ 月12日　 発行まち 歩き ガイ ド の様子
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重 点 区 域 名 称 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－７

事 業 名 鬼無里地域の伝統的祭礼等PR事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 鬼無里地域全域

事 業 概 要 　 白髯神社の祭礼、 鬼無里神社の祭礼、 諏訪神社の御柱祭を はじ めと し た鬼

無里に伝わる 伝統的な祭礼の継承や担い手の確保、 認知度の向上を 図る た

め、 鬼無里観光振興会と 連携し 、 ホームページやSNS等を 活用し て情報発信

を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 鬼無里地域で継承する伝統的な祭礼について、 地域内外に積極的な情報発

信を 行う こ と で、 地域住民や観光客の関心を 高める と 同時に、 地域内外から

の支援者を 募る こ と で、 伝統的な祭礼に親し む機会や参加でき る 機会を 創出

し 、 担い手や継承者の育成につなげる こ と は、 歴史的風致の維持及び向上に

寄与する。

鬼無里観光振興会と

連携し たPR活動

鬼無里第24回諏訪神社御柱祭（ R4.5月）
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ４ ）－８

事 業 名 松代春・ 秋まつり 支援事業

事 業 主 体 松代春まつり 実行委員会、 松代藩真田十万石まつり 実行委員会

事 業 期 間 令和７ 年度～令和13年度　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 松代地区全域

事 業 概 要 　 信州松代春まつり は、 松代城跡の桜のラ イ ト アッ プのほか、 文化施設での

甲冑着付けや真田紐手織り 体験など実施し ている 。

　 松代藩真田十万石まつり は、 松代城跡を 中心に200名を 超える 武者行列や

長野市指定無形民族文化財に指定さ れた勢獅子が練り 歩く など、 城下町が賑

やかに彩ら れるイ ベント である 。

　 伝統的な文化の継承や歴史的風致への認知度の向上を 図るため、 城下町松

代で実施さ れる春・ 秋まつり 事業に必要な経費の一部を 助成する 。 　

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 史跡松代城跡を 中心に、 春と 秋にお祭り を 開催するこ と によ り 、 伝統的文

化などの継承につながる と と も に、 歴史的風致などへの認知度向上に寄与す

る 。
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ４ ）－９

事 業 名 真田邸庭園ラ イ ト アッ プ事業

事 業 主 体 長野市観光振興課、 信州松代観光協会、（ 公財）な がの観光コ ン ベン ショ ン

ビ ュ ーロ ー

事 業 期 間 令和７ 年度～令和13年度　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 松代地区全域

事 業 概 要 　 松代町内への誘客や宿泊を 促進する と と も に、 歴史的建造物等への関心を

高める ため、 真田家ゆかり の文化財「 新御殿跡（ 真田邸）」のラ イ ト アッ プや演

奏会の開催を 通じ て、 普段と は異なる 歴史的建造物の魅力を 伝える 。 　

事業が歴史的風

致の維持及び向

上に寄与する 理

由

　 新御殿跡（ 真田邸）を 活用し たイ ベン ト 開催により 、 市民や観光客などを 新

たに松代地区へ呼び込み、 歴史的建造物に対する理解や関心を 高めても ら う

こ と で、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－10

事 業 名 歴史まち づく り カ ード 活用事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 令和７ 年度～令和13年度　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 重点地域全域

事 業 概 要 　 歴史ま ち づく り に取り 組む都市の魅力を PRする ため、 国土交通省と 本市

が連携し 、 平成30年8月に「 歴史まち づく り カ ード 」を 発行し 、 長野市まち づ

く り 課、 楽茶レ ンガ館、 そし て真田宝物館で希望者に配布し ている 。

　 こ のカ ード は、 歴史まちづく り 認定都市の象徴的な風景写真や歴史まち づ

く り 情報を 紹介し たカ ード 型パンフ レ ッ ト であり 、 本市では、 こ れまでに約

２ 万人に配布し 、 歴史まちづく り を PRし てき た。

　 歴史的風致の認知度向上や回遊性の向上を 図るため、 善光寺地区のカ ード

に加えて、 他の地区の歴史まち づく り カ ード を 追加発行する 。 　

　 　 　 　 善光寺地区（ 更新）　 　 　         　 　 　 　 　 松代地区（ 新規）

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する 理由

　 善光寺地区のカ ード に加え、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区のカ ード を

発行し 、 各地域で配布するこ と によ り 、 歴史的風致の認知度アッ プのほか、

重点区域の周遊向上によ る観光振興の促進を 図るこ と で、 歴史的風致の維持

及び向上に寄与する 。
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重 点 区 域 名 称 善光寺地区、 戸隠地区、 松代地区、 鬼無里地区

事 業 番 号 （ ４ ）－11

事 業 名 歴史的風致や伝統的な祭礼などの情報発信事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 令和７ 年度～令和13年度　

支 援 事 業 名 市単独事業

事 業 箇 所 重点地域全域

事 業 概 要 　 市民や外国人旅行客を 含む来訪者に対し て、 歴史的風致や伝統的な祭礼へ

の認知度向上や周遊の促進を 図るため、 地元住民や（ 公財）ながの観光コ ン ベ

ン ショ ン ビ ュ ーロ ー、 観光協会などと 連携し ながら 、 ホームページやSNSを

活用し 、 歴史的風致を 形成する 祭礼やその他の取り 組みに関する情報を 積極

的に発信する 。 　

事業が歴史的風

致の維持及び向

上に寄与する 理

由

　 イ ン タ ーネッ ト やＳ Ｎ Ｓ を 活用し 歴史的風致に関する情報を 発信するこ と

により 、 幅広い世代や外国人旅行客を 含めた来訪者などが、 本市で行われる

伝統的な祭礼や地域に残る伝統文化などの情報を 得る 機会の充実を 図るこ と

で、 歴史的風致の認知度などの向上に寄与する 。

長野市HPに祭礼等の

情報を 掲載

ながの観光netに祭礼等の情報を 掲載
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重 点 区 域 名 称 松代地区

事 業 番 号 （ ５ ）－１

事 業 名 松代町文化財保存活用推進事業

事 業 主 体 長野市

事 業 期 間 平成25年度～令和13年度　【 第１ 期計画から 継続】

支 援 事 業 名 文化芸術振興費補助金（ 国補助金）、 市単独事業

事 業 箇 所

事 業 概 要 　 長野市内で、 文化財施設が特に多く 集積する 松代地区において、 文化財施

設を 活用し たまち づく り を 推進する ため、 文化財ボラ ン ティ アの育成やボラ

ン ティ アの会の活動支援、 同会と 協働によ る市民ワーク ショ ッ プの開催等を

推進する（ 社会教育関係事業補助金）。

　 ま た、 松代地区における 文化財施設の中核施設である 真田宝物館につい

て、 施設の老朽化が進んでいる ほか、 収蔵庫の不足等の諸問題が生じ ている

ため、 真田宝物館の建て替えを 含めた、 松代地区全体の文化財を 活用する た

めの調査研究を 行う 。

事 業 が 歴 史 的

風 致 の 維 持 及

び 向 上 に 寄 与

する理由

　 こ れまでの保存整備事業によ っ て、 適切な維持・ 保全が図ら れてき た松代

地区の文化財施設について、 それぞれの特徴を 活かし た公開活用を 積極的に

進めるこ と により 、 松代地区の文化財施設を 活かし たまち づく り を 効果的に

行う こ と が可能になり 、 歴史的風致の維持及び向上に寄与する 。

真田宝物館


